
組織規程 

 

第１章 総則 

 

第１条 この規定は、公益社団法人日本グラススキー協会（以下本協会という）の本部に

おける組織、職制及び業務の分掌について定める。 

 

第２章 組織 

第２条 本協会の協会本部に次の部を置く 

（１）事務局 

（２）普及振興部 

（３）育成強化部 

（４）国際相互協力 

２ 本協会の組織系統は、別紙第１の通りとする。 

 

第３章 職制 

 

第３条 本協会事務局に常勤者を置く。 

２ 代表理事が必要と認めたときは、総裁・名誉会長および顧問及び参与を置くことが 

できる。 

３ 代表理事は会長と呼ぶ。理事の互選により副会長専務理事及び常務理事を選出するこ

とができる。 

第４条 １）事務局（２）普及振興部（３）育成強化部（４）国際相互協力にはそれぞ

れ担当部長を置く。 

 

第５条 各担当部長は、理事会の命を受けて所管の業務を処理する。 

 

  第４章 業務の分掌 

 

第６条 事務局においては、次の業務をおこなう。 

（１）理事会、その他本協会の運営に関する重要な会議に関すること 

（２）人事、給与、文書及び福利厚生に関すること 

（３）事業計画及び事業報告に関すること 

（４）諸規定の制定及び改廃に関すること 

（５）補助事業の申請その他諸手続きに関すること 

（６）予算編成及び決算に関すること 



（７）金銭の出納及び管理に関すること 

（８）資金の取得及び管理並びに運用に関すること 

（９）公印の管理保管に関すること 

（10）その他、本協会の運営に関する必要な業務に関すること 

 

第７条 普及振興部においては、次の業務を行う。 

（１）普及振興諸事業の企画、運営、維持管理に関すること 

（２）その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

 

第８条 育成強化部においては、次の業務を行う。 

（１）本協会が行う育成強化諸行事の企画、運営、維持管理に関すること 

（２）その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

 

第９条 国際相互協力部においては、次の事業を行う。 

（１）本協会が行う国際相互協力諸行事の企画、運営、維持管理に関すること 

（２）その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

 

付 則 

１ 業務の細掌は以下のとおりとする。 

（１）事務局 

1 理事会に関すること 

2 登記並びに関係官庁に対する諸届け及び申請に関すること 

3 事業計画及び事業報告に関すること  

4 諸規定の制定及び改廃に関すること 

5 公印の管理及び保管に関すること 

6 文書の受付及び保管に関すること 

7 職員の採用、解雇、任免及び，進退に関すること 

8 職員の給与、労働保険及び社会保険等に関すること 

9 職員の研修に関すること 

10 職員の服務及び賞罰に関すること 

11 職員の健康管理及び福利厚生に関すること 

12 委託事業の管理に関すること 

13ＯＡ機器のシステム管理に関すること 

14 庶務の記録に関すること 

15 所管物品の出納及び管理に関すること 

16 予算の編成に関すること 



17 補助事業の申請その他諸手続きに関すること 

18 固定資産及び物品の取得、出納、管理、契約及び破棄に関すること 

19 決算に関すること 

20 資産の運用及び調達に関すること 

21 金銭の出納及び管理に関すること 

22 会計諸帳簿及び証拠書類等の整理保管に関すること 

23 売上金の総合集計に関すること 

24 本協会施設利用者の統計に関すること 

25 各種パンフレットの提供に関すること 

26 インターネット、ホームページによる情報発信に関すること 

27 報道機関への各種情報の提供に関すること 

28 その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

（２）普及振興部 

1 本協会が行う諸行事の運営に関すること 

2 広報活動の維持管理に関すること 

3 指導者の養成及び認定に関すること 

4 技術認定に関すること 

5 調査研究、出版に関すること 

6 その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

（３）育成強化部 

1 競技規則の制定に関すること 

2 競技会開催に関すること 

3 競技記録の認定及び管理に関すること 

4 グラススキーヤーの育成強化に関すること 

5 その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

 （４）国際相互協力部 

   1 海外登録、海外派遣に関すること 

2 国際スキー連盟グラススキー委員会関連事業に関すること 

   3 その他本協会が行う諸行事の運営業務に関すること 

 

附則 この規程は公益法人設立の登記の日から施行する。 

（平成 21 年 5 月 15 日理事会決議） 

 


